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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成29年5月25日(2017.5.25)

【公表番号】特表2013-522164(P2013-522164A)
【公表日】平成25年6月13日(2013.6.13)
【年通号数】公開・登録公報2013-030
【出願番号】特願2013-501409(P2013-501409)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ  13/14     (2006.01)
   Ｃ０１Ｆ   7/02     (2006.01)
   Ｃ０１Ｇ  23/047    (2006.01)
   Ｃ０１Ｂ  13/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｂ   13/14     　　　Ｚ
   Ｃ０１Ｆ    7/02     　　　Ａ
   Ｃ０１Ｇ   23/047    　　　　
   Ｃ０１Ｂ   13/18     　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年3月29日(2017.3.29)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３４】
　種々の金属塩は、当該ナノ粒子の核生成、結晶化、成長および凝集に影響する。用語"
塩"は、本発明の範囲内では、無機（例えば、ＺｒＣｌ４）または有機陰イオン種（例え
ば、酢酸セリウムまたはチタンアルコキシド）に結合した金属陽イオンを含む化合物とし
て、広く定義される。一般的には、塩は水に可溶であるが、いくつかの塩は低または高ｐ
Ｈでのみ可溶である。本発明において、前記陰イオン種は、塩基と反応し、水和陰イオン
種又は部分的に溶媒和した陰イオン種のいずれかを形成すると、解離し、金属陽イオンは
、金属水酸化物を形成する。本発明において利用可能な４つの可能な一般的な金属系から
の金属塩の例は、これらに限定されないが、（ａ）アルミニウム：酢酸アルミニウム、ア
ルミニウムアセチルアセトナート、硫酸アンモニウムアルミニウム十二水和物、臭化アル
ミニウム、アルミニウムｔｅｒｔ－ブトキシド、アルミニウムｓｅｃ－ブトキシド、アル
ミニウムペントキシド、アルミニウムヘキソキシド、塩化アルミニウム、塩化アルミニウ
ムＴＨＦ錯体、アルミニウムエトキシド、ヨウ化アルミニウム、アルミニウムイソプロポ
キシド、Ｌ－乳酸アルミニウム、メタリン酸アルミニウム、硝酸アルミニウム、過塩素酸
アルミニウム、アルミニウムフェノキシド、リン酸アルミニウム、アルミニウムフタロシ
アニンクロリド、硫酸アルミニウム、アルミニウムトリブトキシド、アルミニウム－ｔｒ
ｉ－ｓｅｃ－ブトキシド、トリス（２，２，６，６－テトラメチル－３，５－ヘプタンジ
オネート）アルミニウム、（ｂ）チタン：チタン（ｉｖ）ビス（アンモニウムラクタト）
ジヒドロキシド溶液、チタン（ｉｖ）ビス（エチルアセトアセテート）ジイソプロポキシ
ド、臭化チタン（ｉｖ）、チタン（ｉｖ）ブトキシド、チタン（ｉｖ）ｔｅｒｔ－ブトキ
シド、チタン（ｉｖ）ヘキソキシド、塩化チタン（ｉｉｉ）、塩化チタン（ｉｖ）、塩化
チタン（ｉｉｉ）テトラヒドロフラン錯体、チタンジイソプロポキシドビス（アセチルア
セトナート）、チタン（ｉｖ）ジイソプロポキシドビス（２，２，６，６－テトラメチル
－３，５－ヘプタンジオナート）、チタン（ｉｖ）エトキシド、チタン（ｉｖ）２－エチ
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ル－１，３－ヘキサンジオレート、ヨウ化チタン（ｉｖ）、チタン（ｉｖ）イソプロポキ
シド、チタン（ｉｖ）オキシスルファート、チタン（ｉｖ）フタロシアニンジクロリド、
チタン（ｉｖ）プロポキシド、硫酸チタン（ｉｉｉ）、チタン（ｉｖ）（トリエタノール
アミノエート）イソプロポキシド、（ｃ）ジルコニウム：酢酸ジルコニウム、ジルコニウ
ム（ｉｖ）アセテートヒドロキシド、ジルコニウム（ｉｖ）アセチルアセトナート、ジル
コニウム（ｉｖ）ビス（クエン酸ジエチル）ジプロポキシド、ジルコニウム（ｉｖ）ｔｅ
ｒｔ－ブトキシド、ジルコニウム（ｉｖ）ヘキソキシド、ジルコニウム（ｉｖ）ブトキシ
ド溶液、塩化ジルコニウム（ｉｖ）、塩化ジルコニウム（ｉｖ）テトラヒドロフラン、ジ
ルコニウム（ｉｖ）ジイソプロポキシドビス（２，２，６，６－テトラメチル－３，５－
ヘプタンジオナート）、ジルコニウム（ｉｖ）エトキシド、リン酸水素ジルコニウム（ｉ
ｖ）、ヨウ化ジルコニウム（ｉｖ）、ジルコニウム（ｉｖ）イソプロポキシドイソプロパ
ノール錯体、ジルコニウム（ｉｖ）プロポキシド、硫酸ジルコニウム（ｉｖ）水和物、ジ
ルコニウムテトラビス（２，２，６，６－テトラメチル－３，５－ヘプタンジオネート）
および（ｄ）セリウム：酢酸セリウム（ｉｉｉ）水和物、セリウム（ｉｉｉ）アセチルア
セトネート水和物、臭化セリウム（ｉｉｉ）、炭酸セリウム（ｉｉｉ）水和物、塩化セリ
ウム（ｉｉｉ）、セリウム（ｉｉｉ）２－エチルヘキサノアート、ヨウ化セリウム（ｉｉ
ｉ）、硝酸セリウム（ｉｉｉ）六水和物、シュウ酸セリウム（ｉｉｉ）水和物、過塩素酸
セリウム（ｉｉｉ）溶液、硫酸セリウム（ｉｉｉ）、硫酸セリウム（ｉｉｉ）水和物およ
び硫酸セリウム（ｉｖ）を含む。本発明のさらなる態様は、均一な固溶体を形成する２つ
以上の金属酸化物組成物の混合物であるドープされたまたは混合された金属酸化物ナノ粒
子、混合結晶質金属酸化物材料、または酸化物相のうちの１つが結晶の表面に分離するも
のを使用することによる触媒支持材料の熱安定性および水熱安定性を改善する方法である
。これらの組成物は、参照される方法の第１工程において２種以上の金属塩を混合して、
約３５０℃以上で焼成された混合金属前駆物質を形成することによって製造される。Ｌａ
、Ｂａ、Ｓｉ、Ｚｒ、Ａｌ、およびＴｉのような少量（例えば、１～１０％）の他の酸化
物を含むドーピングアルミナ、アナターゼ－チタニアまたはルチル－チタニアは、非ドー
プ金属酸化物と比較して優れた熱性および水熱性能特性を有する生成物をもたらすことは
当業者において既知である。微結晶を本質的にドープする本発明の方法は、支持体および
吸着剤として使用される安定化された金属酸化物への新規で容易な経路を提供する。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】図面
【訂正対象項目名】図５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【図５】
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